
遠隔操縦式草刈機械貸付仕様書 
 

第1条 総則 

 本仕様書は、平泉地区ほか道路・河川維持修繕業務委託の堤防除草において、受注者に

貸し付ける遠隔操縦式草刈機械について適用するものとする。 

 この仕様書は遠隔操縦式草刈機械の貸付に関する一般仕様を示すものであり、この仕様

書に記載されていない事項、又は特殊な事項については別途協議とする。 

 

第2条 監督職員 

この仕様書において監督職員とは、発注者が書面により通知した職員をいう。 

 

第3条 提出書類 

受注者は、別表に示す様式により指定期日までに関係書類を提出しなければならない。 

 

第4条 貸付機械の範囲 

 発注者が受注者に貸し付ける機械の範囲は、建設機械貸付調書（様式-1）のとおり。 

 

第5条 機械の貸付 

 受注者は、指示書により建設機械を借り受ける場合は、当該機械を管理する発注者に建

設機械借用書（様式-2）を提出しなければならない。 

 発注者は、建設機械を引き渡すときは、監督職員及び受注者又はその代理人を立ち合わ

せ、機械の整備状況等を確認のうえ建設機械機能現況表（様式-3）を作成し、借用書と引き

換えに渡すものとする。 

 前項の機能現況表は 2 部作成し、各立会者押印のうえ、発注者、受注者それぞれ 1 部保

有する。  

 

第6条 運転員の承諾 

 受注者は、指示を受けた後すみやかに建設機械運転員届（様式-4）を作成し発注者に提出

しなければならない。 

 発注者は運転員が監督職員等の適切な指示を履行せず正規の運転員として不適当と判断

したときは、運転員の変更を求めることができる。 

 

第7条 使用条件 

 受注者は、管理責任者を定めて貸付期間中善良な管理をしなければならない。 

 受注者は貸付機械の使用に当たっては、次の各号に掲げる事項に注意し、常に監督職員



の指示に従い機械の機能保持に努めなければならない。 

1） 貸付機械を亡失、き損等のおそれのない場所に格納する等、保管に万全を期すること。 

2） 貸付機械を使用目的以外の用途に使用しないこと。 

3） 定期点検整備及び日常の点検整備を完全に実施すること。 

4） 整備工については、当該機械に精通した熟練者を当てること。 

5） 届出した運転員以外の者に貸付機械の運転をさせないこと。 

 

第8条 諸経費の負担 

 次の各号に掲げる諸経費は受注者の負担とする。 

1）貸付機械の引渡し及び返納に要する費用 

 2）貸付機械の管理に要する費用 

 3）貸付機械の機能を常に良好な状態に維持するために必要な点検、整備、修理に要する 

費用 

 

第9条 機械の亡失・損傷・故障 

 受注者は、貸付機械を亡失・損傷したときは、直ちにその事実について詳細な報告書（様

式-5）を発注者に提出しなければならない。 

 受注者は、前項の亡失・損傷又は故障が事故の責に帰すべき理由によるときは、発注者

の指示に従い、すみやかに機械を修理し、又は、同等品を納め、もしくはその損害額を負

担しなければならない。 

 天災その他不可抗力によって貸付機械に損害が生じたときは、その損害の補てんについ

ては、発注者、受注者協議して決定するものとする。 

 

第10条 機械使用実績報告書 （様式-5） 

 受注者は、貸付機械の運転又は整備状況について、貸し出し期間の作業終了時、速やか

に提出するものとする。 

 

第11条 返納 

 受注者は、貸付機械を返納する場合は、建設機械返納書（様式-2）を発注者に提出しなけ

ればならない。 

 貸付機械の返納時には、監督職員及び受注者又はその代理人を立ち合わせ、機械の整備

状況を建設機械機能現況表（様式-3）により検査し、収納するものとする。 

 

第12条 各種様式について 

 本仕様書で規定している様式-1 から様式-5 については、実情に合わせ様式変更をする場

合がある。 



 



 

契約担当者 

県南広域振興局長  あて 

平泉地区ほか 

道路・河川維持修繕業務委託の施工に使用の下記建設機械を 

受領しました。 

返納します。 

令和  年  月  日 

受注者 



様式ー３

（A４判）

主任監督員

上記のとおり確認する。 監督員

立会者

受託者又はその現場代理人

規 格 遠隔操縦式　

機 械 番 号

検 査 場 所

検 査 年 月 日

状　　況

建 設 機 械 機 能 現 況 表

機 械 名 草刈車
故
障
に
つ
い
て
の
対
策

機
械
各
部
の
状
況
及
び

アワメーター又は
走行距離計の読み

状　　況 品　　名 数量数量判定
引渡

返納 付

属

品

品　　名

工具箱 1

リモート
コントローラ－ 1

マルチバンド
レシーバー 1

マニュアル
コントローラ－ アンテナ

備 考

グリースガン 1

1

令和　　年　　月　　日

　　　　　　　一関土木センター

　　　　　　　一関土木センター

県南広域振興局土木部

1

県南広域振興局土木部



 

県南広域振興局土木部 

一関土木センター所長 あて 

 

平泉地区ほか道路・河川維持修繕業務委託にかかる標記について、下記のとおり届出します。 

 
令和  年  月  日 



様式-5 令和　　　年　　月　　　日

県南広域振興局
現場代理人
氏名　

業務委託名

工　　　期 自　　令和　　　年　　　月　　　日　～　　至　　令和　　　年　　　月　　　日

運転日数 運転時間
R 日 時間 千円

月 刈取 ｍ2

R 日 時間 千円

月 ｍ2

R 日 時間 千円

月 ｍ2

日 時間 千円

ｍ2 0 0

（備考）
１．おもな作業内容の欄は、貸付機械を２工種以上の異なる作業に使用したときは、運転時間又は、運転日数の最も多い作業内容を記入する。
２．おもな作業の作業欄は、おもな作業内容の欄に記入した作業量を測定できるときに記入する。
３．運転時間の欄は、運転時間の管理のできない機械又は管理の必要のない機械については、記入を省略することができる。
４．運転のミス又は、不慮の事故に伴なう修理で、当該修理に要した費用が３００千円をこえるときは、修理内容の詳細な説明を添付する。

草刈車
遠隔操縦式

おもな作業内容
おもな作業の
作　業　量

稼働状況

小計

　　　　　　　一関土木センター所長　　あて

建　設　機　械　使　用　実　績　報　告　書

機械名 機械番号 月　別 おもな修理箇所 摘要維持管理費






